
JP 2014-210646 A 2014.11.13

10

(57)【要約】
　【課題】基準の異なる二重の照合により高精度な検品
を行う検品システムを提供する。
　【解決手段】台ばかり１３で計量された商品の現物重
量とＷｅｂカメラ１４でリアルタイムに映し出された商
品の現物画像は、制御用パソコン１１に取り込まれた後
にタッチパネル式ディスプレイ１２に送信される。従っ
て、タッチパネル式ディスプレイ１２には、現物画像と
出荷指示見本画像とが並べて表示されると共に、現物重
量と出荷指示重量とが並べて表示される。これにより、
商品は重量と画像で二重の照合を行って高精度に検品さ
れる。また、フットスイッチ１５を操作すると、Ｗｅｂ
カメラ１４が商品の保存画像を撮影する。この保存画像
は商品の出荷伝票情報と紐付けされてサーバ（図示せず
）に保存される。従って、全商品の検品終了後に商品に
過不足が生じた場合は保存画像の確認によって商品の梱
包箱を特定することができる。また、出荷履歴の追跡を
行うこともできる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　商品の出荷検査を支援するための検品システムであって、
　前記商品の現物重量を計量する計量手段と、
　前記商品の現物画像を撮影する撮影手段と、
　前記計量手段が計量した現物重量のデータと前記撮影手段が撮影した現物画像のデータ
とを取り込み、それらのデータを保存する制御手段と、
　前記商品の出荷指示内容を示す出荷指示情報に基づいて、該商品の出荷指示重量の情報
と該商品の出荷指示見本画像の情報とを出力するためのデータを格納する上位格納手段と
、
　前記商品を検品するための比較照合に供するために、前記制御手段から送信されたデー
タと前記上位格納手段から送信されたデータとを取り込み、前記現物重量と前記出荷指示
重量とを並べて表示すると共に、前記現物画像と前記出荷指示見本画像とを並べて表示す
る表示手段と、
　を備えることを特徴とする検品システム。
【請求項２】
　前記撮影手段は、前記商品をリアルタイムに映し出した前記現物画像を前記制御手段へ
送信するＷｅｂカメラであって、
　前記Ｗｅｂカメラのシャッタを操作するシャッタ操作手段をさらに備え、
　前記シャッタ操作手段が前記シャッタを操作したときに前記Ｗｅｂカメラで撮影された
保存画像は、前記商品を特定するための出荷情報と紐付けされて前記上位格納手段のデー
タベースに格納されることを特徴とする請求項１に記載の検品システム。
【請求項３】
　前記撮影手段は、前記商品をリアルタイムに映し出した前記現物画像を前記制御手段へ
送信するＷｅｂカメラであって、
　前記Ｗｅｂカメラのシャッタを操作するシャッタ操作手段をさらに備え、
　前記シャッタ操作手段が前記シャッタを操作したときに前記Ｗｅｂカメラで撮影された
保存画像は、前記商品を特定するための出荷情報と紐付けされて前記制御手段に格納され
ることを特徴とする請求項１に記載の検品システム。
【請求項４】
　商品の出荷検査を支援するための検品装置であって、
　前記商品の現物重量を計量する計量手段と、
　前記商品の現物画像を撮影する撮影手段と、
　前記商品の出荷指示内容を示す出荷指示情報に基づいて、該商品の出荷指示重量の情報
と該商品の出荷指示見本画像の情報とを出力するためのデータを格納すると共に、前記計
量手段が計量した現物重量のデータと前記撮影手段が撮影した現物画像のデータとを取り
込み、取り込んだデータを保存する制御手段と、
　前記商品を検品するための比較照合に供するために、前記制御手段から送信されたデー
タに基づいて、前記現物重量と前記出荷指示重量とを並べて表示すると共に、前記現物画
像と前記出荷指示見本画像とを並べて表示する表示手段と、
　を備えることを特徴とする検品装置。
【請求項５】
　前記撮影手段は、前記商品をリアルタイムに映し出した前記現物画像を前記制御手段へ
送信するＷｅｂカメラであって、
　前記Ｗｅｂカメラのシャッタを操作するシャッタ操作手段をさらに備え、
　前記シャッタ操作手段が前記シャッタを操作したときに前記Ｗｅｂカメラで撮影された
保存画像は、前記商品を特定するための出荷情報と紐付けされて前記制御手段に格納され
ることを特徴とする請求項４に記載の検品装置。
【請求項６】
　前記撮影手段は、前記商品をリアルタイムに映し出した前記現物画像を前記制御手段へ
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送信するＷｅｂカメラであって、
　前記Ｗｅｂカメラのシャッタを操作するシャッタ操作手段をさらに備え、
　前記シャッタ操作手段が前記シャッタを操作したときに前記Ｗｅｂカメラで撮影された
保存画像は、前記商品を特定するための出荷情報と紐付けされて前記制御手段から外部へ
送信され、外部装置に格納されることを特徴とする請求項４に記載の検品装置。
【請求項７】
　商品の出荷検査を支援するための検品方法であって、
　前記商品の現物重量を計量手段で計量する第１のステップと、
　前記商品の現物画像を撮影手段で撮影する第２のステップと、
　前記現物重量と前記商品の出荷指示内容を示す出荷指示情報に対応した出荷指示重量と
を表示手段に表示させて重量の比較照合を行う第３のステップと、
　前記現物画像と前記商品の出荷指示内容を示す出荷指示情報に対応した出荷指示画像と
を前記表示手段に表示させて画像の比較照合を行う第４のステップと、
　を含むことを特徴とする検品方法。
【請求項８】
　前記撮影手段は、前記商品をリアルタイムに映し出した前記現物画像を前記制御手段へ
送信するＷｅｂカメラであって、
　前記Ｗｅｂカメラのシャッタを操作して前記商品の保存画像を撮影する第５のステップ
をさらに含み、
　前記保存画像は、前記商品を特定するための出荷情報と紐付けされて保存されることを
特徴とする請求項７に記載の検品方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、商品の出荷検査を支援する検品システム等に関し、特に、バーコード等のデ
ータキャリアが貼付されていない商品を複数個詰め合わせて出荷するときの誤出荷防止を
支援するための検品システム、検品装置、及び検品方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、商品の出荷検査（検品）を支援するための技術は種々知られている。例えば
、バーコードが添付されている商品を単品又は箱詰めで出荷検査するとき、バーコードリ
ーダでそのバーコードに記録されているデータを読み取って、対象商品の識別、過多、不
足、間違いなどを確認して出荷検品を支援する出荷検品装置の技術が知られている（例え
ば、特許文献１参照）。また、ダンボール箱などの商品格納容器にＲＦＩＤ（Radio Freq
uency Identification）タグを貼付し、このＲＦＩＤタグに箱番号及び商品情報などを記
録しておき、読取装置でＲＦＩＤタグを読み取ることにより格納容器を開封することなく
中身の商品情報を把握・管理する技術も開示されている（例えば、特許文献２参照）。さ
らに、商品重量を計量して重量の上下限値を管理することによって、商品の出荷検品管理
を行う技術も開示されている（例えば、特許文献３参照）。また、パレットに搭載された
荷物の総重量の計測と、パレットの特定箇所の形状をセンサーで識別した情報とに基づい
て、パレットに搭載された荷物の入出庫管理を行う技術も開示されている（例えば、特許
文献４参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－４５５２号公報
【特許文献２】特開２００４－９１０８８号公報
【特許文献３】特開２００３－９５４４２号公報
【特許文献４】特開２００２－２１１７１９号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、デザイン性の観点から、個々の商品にバーコードを貼付したり、商品の
箱詰め容器にバーコードやＲＦＩＤタグを貼付することができない場合もある。例えば、
化粧品やその箱詰め容器などは特にデザイン性を重視するので、一般的にはバーコードや
ＲＦＩＤタグを貼付することができない。そのため、目視による手作業で検品を行わなけ
ればならない。また、大手メーカが下請メーカに分散して作らせるＯＥＭ（Original Equ
ipment Manufacturer：相手先ブランド名製造）商品などについても、それぞれの下請メ
ーカでは独自のバーコードやＲＦＩＤタグを貼付することができない。従って、下請メー
カがこのような商品や箱詰め容器の出荷検査を行うためには、検査員が目視によって商品
や箱詰め容器の検品を行わなければならない。そのため、検品作業が非効率になって人件
費が嵩んだり、検品ミスが生じたりするおそれがある。
【０００５】
　また、前記特許文献３の技術では、バーコードやＲＦＩＤタグが貼付されていない商品
について重量を計量してその商品の出荷検品管理を行っている。しかしながら、複数個の
異種の商品を箱詰め容器に収納して重量を計量する場合は、その重量が上下限値（許容値
）の範囲内に入っていても誤った出荷を行ってしまうおそれがある。例えば、所望の商品
とは異なる商品が混在していたり、重量の軽い商品が必要個数以上箱詰めされている場合
には、内容物の確認が行われていないと、間違った商品が混在していても、重量が許容値
の範囲内に入っていることの確認だけで正常な箱詰め商品であると判断してしまうため、
誤った出荷を行ってしまう（検品で得られる結果が正しくない）おそれがある。
【０００６】
　さらに、前記特許文献４の技術では、パレットに搭載された荷物の総重量とセンサーに
よるパレットの形状検査とに基づいて入出庫管理を行っているが、センサーでは箱詰め商
品の内容物の詳細な確認を行うことができない。従って、この技術では、複数の商品を箱
詰めしたときの検品のヒューマンエラーを抑制して高精度に検品を行うことはできない。
【０００７】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであり、特に、バーコード等が貼付され
ていない商品を複数個詰め合わせて出荷する場合に、基準の異なる二重のチェック（照合
）をほぼ同時に行うことにより高精度な検品を実現できる検品システム、検品装置、及び
検品方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は上記目的を達成するために提案されたものであり、請求項１に記載の発明は、
商品の出荷検査を支援するための検品システムであって、前記商品の現物重量を計量する
計量手段と、前記商品の現物画像を撮影する撮影手段と、前記計量手段が計量した現物重
量のデータと前記撮影手段が撮影した現物画像のデータとを取り込み、それらのデータを
保存する制御手段と、前記商品の出荷指示内容を示す出荷指示情報に基づいて、該商品の
出荷指示重量の情報と該商品の出荷指示見本画像の情報とを出力するためのデータ（マス
ター情報）を格納しておく上位格納手段と、前記商品を検品するための比較照合に供する
ために、前記制御手段から送信されたデータと前記上位格納手段から送信されたデータと
を取り込み、前記現物重量と前記出荷指示重量とを並べて表示すると共に、前記現物画像
と前記出荷指示見本画像とを並べて表示する表示手段と、を備える検品システムを提供す
る。
【０００９】
　この構成によれば、例えば、箱詰め商品を開封した状態で計量並びに撮影した現物重量
と現物画像のデータを制御手段に一時保存しておく。そして、表示手段が、商品の出荷指
示内容を示す出荷指示情報に対応した出荷指示重量と出荷指示見本画像のデータを上位格
納手段から取り込むと共に、制御手段から前記現物重量と前記現物画像のデータを取り込
む。さらに、表示手段は、前記現物重量と前記出荷指示重量とを並べて表示すると共に、
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前記現物画像と前記出荷指示見本画像とを並べて表示する。これによって、箱詰め商品の
重量と画像という基準の異なる二重の照合を行うことができるので、箱詰め商品を検品す
るときのヒューマンエラーを抑制することが可能となる。
【００１０】
　また、請求項２に記載の発明においては、請求項１に記載の前記撮影手段は、前記商品
をリアルタイムに映し出した前記現物画像を前記制御手段へ送信するＷｅｂカメラであっ
て、前記Ｗｅｂカメラのシャッタを操作するシャッタ操作手段をさらに備え、前記シャッ
タ操作手段が前記シャッタを操作したときに前記Ｗｅｂカメラで撮影された保存画像は、
前記商品を特定するための出荷情報と紐付けされて前記上位格納手段のデータベースに格
納されることを特徴とする検品システムを提供する。
【００１１】
　この構成によれば、箱詰め商品の重量と画像の二重の照合が終った時点で、前記Ｗｅｂ
カメラのシャッタを操作して箱詰め商品の保存画像を撮り、この保存画像を、商品を特定
するための出荷情報と紐付けして、上位格納手段のデータベースに格納しておく。これに
より、顧客からクレームが発生した場合や検品終了時に商品の過不足が発生した場合は、
上位格納手段に格納されている出荷情報と紐付けされた保存画像にアクセスして出荷履歴
を追跡することができるので、クレームの対応や検品終了時の商品の過不足を処理する対
応を容易に行うことが可能となる。
【００１２】
　また、請求項３に記載の発明においては、請求項１に記載の前記撮影手段は、前記商品
をリアルタイムに映し出した前記現物画像を前記制御手段へ送信するＷｅｂカメラであっ
て、前記Ｗｅｂカメラのシャッタを操作するシャッタ操作手段をさらに備え、前記シャッ
タ操作手段が前記シャッタを操作したときに前記Ｗｅｂカメラで撮影された保存画像は、
前記商品を特定するための出荷情報と紐付けされて前記制御手段に格納されることを特徴
とする検品システムを提供する。
【００１３】
　この構成によれば、箱詰め商品の保存画像は、商品を特定するための出荷情報と紐付け
し、上位格納手段のデータベースに格納しないで、制御手段に格納してもよい。これによ
り、顧客からクレームが発生した場合や検品終了時に商品の過不足が発生した場合は、制
御手段に格納されている出荷情報と紐付けされた保存画像にアクセスして出荷履歴を追跡
することができるので、クレームの対応や検品終了時の商品の過不足を処理する対応を容
易に行うことが可能となる。
【００１４】
　また、請求項４に記載の発明は、商品の出荷検査を支援するための検品装置であって、
前記商品の現物重量を計量する計量手段と、前記商品の現物画像を撮影する撮影手段と、
前記商品の出荷指示内容を示す出荷指示情報に基づいて、該商品の出荷指示重量の情報と
該商品の出荷指示見本画像の情報とを出力するためのデータを格納すると共に、前記計量
手段が計量した現物重量のデータと前記撮影手段が撮影した現物画像のデータとを取り込
み、取り込んだデータを保存する制御手段と、前記商品を検品するための比較照合に供す
るために、前記制御手段から送信されたデータに基づいて、前記現物重量と前記出荷指示
重量とを並べて表示すると共に、前記現物画像と前記出荷指示見本画像とを並べて表示す
る表示手段とを備える検品装置を提供する。
【００１５】
　この発明は、上位格納手段を構成要素としない単体の検品装置を提供するものである。
すなわち、１台のみの検品装置で構成されている場合は、上位格納手段は不要となるので
、検品装置の制御手段がマスターデータを格納する。従って、この構成によれば、制御手
段は、例えば、箱詰め商品の出荷指示重量のデータと該商品の出荷指示見本画像のデータ
とを格納すると共に、箱詰め商品を開封した状態で計量並びに撮影した現物重量と現物画
像のデータを保存しておく。そして、表示手段が、商品を特定するための出荷指示情報に
対応した出荷指示重量と出荷指示見本画像のデータを制御手段から取り込むと共に、該制
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御手段から前記現物重量と前記現物画像のデータを取り込む。さらに、表示手段は、前記
現物重量と前記出荷指示重量とを並べて表示すると共に、前記現物画像と前記出荷指示見
本画像とを並べて表示する。これによって、箱詰め商品の重量と画像という基準の異なる
二重の照合を行うことができるので、箱詰め商品を検品するときのヒューマンエラーを抑
制することが可能となる。
【００１６】
　また、請求項５に記載の発明においては、請求項４に記載の前記撮影手段は、前記商品
をリアルタイムに映し出した前記現物画像を前記制御手段へ送信するＷｅｂカメラであっ
て、前記Ｗｅｂカメラのシャッタを操作するシャッタ操作手段をさらに備え、前記シャッ
タ操作手段が前記シャッタを操作したときに前記Ｗｅｂカメラで撮影された保存画像は、
前記商品を特定するための出荷情報と紐付けされて前記制御手段に格納されることを特徴
とする検品装置を提供する。
【００１７】
　この構成によれば、箱詰め商品の重量と画像の二重の照合が終った時点で、前記Ｗｅｂ
カメラのシャッタを操作して箱詰め商品の保存画像を撮り、この保存画像を、商品を特定
するための出荷情報と紐付けして制御手段に格納しておく。これにより、顧客からクレー
ムが発生した場合や検品終了時に商品の過不足が発生した場合は、制御手段に格納されて
いる出荷情報と紐付けされた保存画像にアクセスして出荷履歴を追跡することができるの
で、クレームの対応及び検品終了時の商品の過不足を処理する対応を容易に行うことが可
能となる。
【００１８】
　また、請求項６に記載の発明においては、請求項４に記載の前記撮影手段は、前記商品
をリアルタイムに映し出した前記現物画像を前記制御手段へ送信するＷｅｂカメラであっ
て、前記Ｗｅｂカメラのシャッタを操作するシャッタ操作手段をさらに備え、前記シャッ
タ操作手段が前記シャッタを操作したときに前記Ｗｅｂカメラで撮影された保存画像は、
前記商品を特定するための出荷情報と紐付けされて前記制御手段から外部へ送信され、外
部装置に格納されることを特徴とする検品装置を提供する。
【００１９】
　この構成によれば、箱詰め商品の重量と画像の二重の照合が終った時点で、前記Ｗｅｂ
カメラのシャッタを操作して箱詰め商品の保存画像を撮り、この保存画像を、商品を特定
するための出荷情報と紐付けして制御手段から外部へ送信して、外部装置に格納しておく
。これによって、保存画像は、例えば、外部装置であるサーバに格納しておくことができ
る。従って、顧客からクレームが発生した場合や検品終了時に商品の過不足が発生した場
合は、制御手段から外部装置のサーバにアクセスすれば、出荷情報と紐付けされた保存画
像を参照して出荷履歴を追跡することが可能となる。これにより、クレームの対応や検品
終了時の商品の過不足を処理する対応を容易に行うことができる。
【００２０】
　また、請求項７に記載の発明は、商品の出荷検査を支援するための検品方法であって、
前記商品の現物重量を計量手段で計量する第１のステップと、前記商品の現物画像を撮影
手段で撮影する第２のステップと、前記現物重量と前記商品の出荷指示内容を示す出荷指
示情報に対応した出荷指示重量とを表示手段に表示させて重量の比較照合を行う第３のス
テップと、前記現物画像と前記商品の出荷指示内容を示す出荷指示情報に対応した出荷指
示画像とを前記表示手段に表示させて画像の比較照合を行う第４のステップとを含む検品
方法を提供する。
【００２１】
　この方法によれば、箱詰め商品を開封した状態で、現物重量を計量すると共に現物画像
を撮影する。そして、商品の出荷指示情報に対応した出荷指示重量と現物重量とを並べて
表示すると共に、商品の出荷指示情報に対応した出荷指示見本画像と現物画像とを並べて
表示する。これによって、箱詰め商品の重量と画像という基準の異なる二重の照合を行う
ことができるので、箱詰め商品を検品するときのヒューマンエラーを抑制することが可能
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となる。
【００２２】
　また、請求項８に記載の発明においては、請求項６に記載の前記撮影手段は、前記商品
をリアルタイムに映し出した前記現物画像を前記制御手段へ送信するＷｅｂカメラであっ
て、前記Ｗｅｂカメラのシャッタを操作して前記商品の保存画像を撮影する第５のステッ
プをさらに含み、前記保存画像は、前記商品を特定するための出荷情報と紐付けされて保
存されることを特徴とする検品方法を提供する。
【００２３】
　この方法によれば、箱詰め商品の重量と画像の二重の照合が終った時点で、前記Ｗｅｂ
カメラのシャッタを操作して箱詰め商品の保存画像を撮り、この保存画像を、商品を特定
するための出荷情報と紐付けして保存しておく。これにより、顧客からクレームが発生し
た場合や検品終了時に商品の過不足が発生した場合は、出荷情報と紐付けされた保存画像
を参照して出荷履歴を追跡することができるので、クレームの対応や検品終了時の商品の
過不足を処理する対応を容易に行うことが可能となる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、出荷商品について、重量と画像という基準の異なる二重の照合（チェ
ック）を行うことにより、検品時のヒューマンエラーを抑制することができる。また、出
荷商品の現物画像を保存して出荷伝票情報等と紐付けして記録することにより、検品終了
時において詰め合せ商品の単品に過不足が生じた場合は、記録した現物画像（保存画像）
の確認で箱詰め容器を特定することが可能となるので、開梱作業の手間を軽減することが
できる。さらには、商品出荷後に客先からクレームが発生した場合は、記録した現物画像
（保存画像）を参照して出荷履歴を追跡することができるので、クレーム対応を容易に行
うことができる。さらに、バーコード等を貼付できない商品の詰め合せ作業を行う物流現
場における商品のピッキング（荷揃え）及び梱包作業の工程ラインの中で検品作業を行う
ことが可能となるので、工程ラインの簡素化及び人件費の削減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の検品システムの全体構成を示すブロック図である。
【図２】１台の検品装置の概略的な組立構成図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図
である。
【図３】図２のタッチパネル式ディスプレイ１２に表示される画面イメージの一例を示す
図である。
【図４】本発明の検品システムが適用される商品出荷業務の流れを示すフローチャートで
ある。
【図５】検品システムにおける検品機能部の処理の流れを示すフローチャートである。
【図６】検品システムにおける追跡機能部の処理の流れを示すフローチャートである。
【図７】検品システムにおける検品機能部を詳細に展開したときの処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明は、バーコード等が貼付されていない商品を複数個詰め合わせて出荷する場合に
、基準の異なる二重のチェック（照合）をほぼ同時に行うという目的を達成するために、
商品の出荷検査を支援するための検品システムであって、前記商品の現物重量を計量する
計量手段と、前記商品の現物画像を撮影する撮影手段と、前記計量手段が計量した現物重
量のデータと前記撮影手段が撮影した現物画像のデータとを取り込み、それらのデータを
保存する制御手段と、前記商品の出荷指示内容を示す出荷指示情報に基づいて、該商品の
出荷指示重量の情報と該商品の出荷指示見本画像の情報とを出力するためのデータを格納
しておく上位格納手段と、前記商品を検品するための比較照合に供するために、前記制御
手段から送信されたデータと前記上位格納手段から送信されたデータとを取り込み、前記
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現物重量と前記出荷指示重量とを並べて表示すると共に、前記現物画像と前記出荷指示見
本画像とを並べて表示する表示手段と、を備える検品システムにより実現した。
【００２７】
　また、バーコード等が貼付されていない商品を複数個詰め合わせて出荷する場合に、基
準の異なる二重のチェック（照合）をほぼ同時に行うという目的を達成するために、商品
の出荷検査を支援するための検品装置であって、前記商品の現物重量を計量する計量手段
と、前記商品の現物画像を撮影する撮影手段と、前記商品の出荷指示内容を示す出荷指示
情報に基づいて、該商品の出荷指示重量の情報と該商品の出荷指示見本画像の情報とを出
力するためのデータを格納すると共に、前記計量手段が計量した現物重量のデータと前記
撮影手段が撮影した現物画像のデータとを取り込み、取り込んだデータを保存する制御手
段と、前記商品を検品するための比較照合に供するために、前記制御手段から送信された
データに基づいて、前記現物重量と前記出荷指示重量とを並べて表示すると共に、前記現
物画像と前記出荷指示見本画像とを並べて表示する表示手段とを備える検品装置により実
現した。
【００２８】
　さらに、バーコード等が貼付されていない商品を複数個詰め合わせて出荷する場合に、
基準の異なる二重のチェック（照合）をほぼ同時に行うという目的を達成するために、商
品の出荷検査を支援するための検品方法であって、前記商品の現物重量を計量手段で計量
する第１のステップと、前記商品の現物画像を撮影手段で撮影する第２のステップと、前
記現物重量と前記商品の出荷指示内容を示す出荷指示情報に対応した出荷指示重量とを表
示手段に表示させて重量の比較照合を行う第３のステップと、前記現物画像と前記商品の
出荷指示内容を示す出荷指示情報に対応した出荷指示画像とを前記表示手段に表示させて
画像の比較照合を行う第４のステップとを含む検品方法により実現した。
【実施例１】
【００２９】
　以下、本発明に係る検品システムの好適な実施例について、図１乃至図７を参照しなが
ら詳細に説明する。尚、以下の実施例では、バーコードを添付できない複数種類の化粧品
を容器に詰めて、箱詰め化粧品としたときの検品システムについて説明する。
【００３０】
　図１は、本発明の検品システムの全体構成を示すブロック図である。図１に示すように
、検品システム１は、複数の検品装置２ａ、２ｂ…とサーバ３とがＬＡＮ（Local Area N
etwork）４で通信接続された構成となっている。ＬＡＮ４は有線ＬＡＮでも無線ＬＡＮで
も構わない。また、サーバ３はデータベース３ａを備えている。さらに、検品装置２ａは
、制御用パソコン１１に、タッチパネル式ディスプレイ１２、台ばかり１３、Ｗｅｂカメ
ラ１４、及びフットスイッチ１５が有線で接続された構成となっている。検品装置２ｂに
ついても同様の構成となっている。
【００３１】
　台ばかり１３で計量された箱詰め化粧品の重量情報（現物重量）、及びＷｅｂカメラ１
４でリアルタイムに映し出されている箱詰め化粧品の画像情報（現物画像）は、それぞれ
、制御用パソコン１１に取り込まれた後にタッチパネル式ディスプレイ１２に表示される
。尚、台ばかり１３で計量された箱詰め化粧品の現物重量が、出荷指示情報に基づいて予
め設定された箱詰め化粧品の出荷指示重量の上下限値を超えている場合は、制御用パソコ
ン１１を介してタッチパネル式ディスプレイ１２にアラームが表示される。また、タッチ
パネル式ディスプレイ１２には、箱詰め化粧品の現物画像と並べて箱詰め化粧品の出荷指
示見本画像（マスター画像）が表示される。さらに、タッチパネル式ディスプレイ１２に
は、箱詰め化粧品の現物重量と並べて箱詰め化粧品の出荷指示重量が表示される。
【００３２】
　また、例えば、作業員が足を踏み込んでフットスイッチ１５を操作すると、該フットス
イッチ１５のＯＮ信号が制御用パソコン１１を介してＷｅｂカメラ１４に伝送され、該Ｗ
ｅｂカメラ１４のシャッタが切られるように構成されている。従って、Ｗｅｂカメラ１４
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のシャッタが切られたときの箱詰め化粧品の現物画像は、出荷伝票情報と紐付けされて制
御用パソコン１１に保存画像として保存される。尚、フットスイッチ１５は、作業員が両
手で他の作業をしている場合は足による踏込み操作がベターであるが、必要に応じて手に
よる操作であっても構わない。
【００３３】
　また、サーバ３のデータベース３ａには、生産管理システムなどの商品の出荷指示情報
が格納されていて、その出荷指示情報はＬＡＮ４を介して、検品装置２ａの制御用パソコ
ン１１や検品装置２ｂの制御用パソコン（図示せず）にデータ通信される。但し、検品装
置２ａが単独でシステムを組む場合には、出荷指示情報、商品情報などのデータ管理機能
が必要となる。また、Ｗｅｂカメラ１４のシャッタが切られたときに撮影された箱詰め化
粧品の保存画像は、出荷伝票情報と紐付けされて、制御用パソコン１１に保存されると共
に、ＬＡＮ４を介してサーバ３へ伝送され、サーバ３のデータベース３ａにも保存される
。
【００３４】
　図２は、１台の検品装置の概略的な組立構成図であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面
図である。また、図３は、図２のタッチパネル式ディスプレイ１２に表示される画面イメ
ージの一例を示す図である。図２に示すように、作業デスク１０には、制御用パソコン１
１、台ばかり１３、タッチパネル式ディスプレイ１２、及びＷｅｂカメラ１４が、それぞ
れ、検品作業に最適な状態で設置されている。また、作業デスク１０の足元には、Ｗｅｂ
カメラ１４のシャッタを動作させるためのフットスイッチ１５が配置されている。尚、Ｗ
ｅｂカメラ１４は、台ばかり１３の上に載置された検品用の箱詰め化粧品をリアルタイム
で撮影できるように配置され、タッチパネル式ディスプレイ１２は作業員が画面を見やす
い状態に置かれている。
【００３５】
　図２では、一人の作業員が商品（箱詰め化粧品）を検品するための１台の検品装置が構
成されているが、このような検品装置は各作業員に対応して複数台配置されている。そし
て、図１に示すような配線経路で図示しないサーバ３に接続されて、検品システム１が構
築されている。尚、検品装置２ａが１台だけで構成されている場合にはサーバ３は不要と
なり、サーバ３のデータベース３ａの蓄積情報（出荷指示情報等）は、検品装置２ａの制
御用パソコン１１に格納することができる。
【００３６】
　図２において、作業員によって検品作業が開始されると、最初に、台ばかり１３の上に
検品用の箱詰め化粧品が開封状態で搭載される。これにより、台ばかり１３によって箱詰
め化粧品の現物重量が計量され、その現物重量のデータが制御用パソコン１１に取り込ま
れると共に、箱詰め化粧品の現物重量のデータはサーバ３からの出荷指示重量と並べてタ
ッチパネル式ディスプレイ１２に表示される。このとき、計量された現物重量が、箱詰め
化粧品の出荷指示重量における規定値の上下限の範囲内に入っていなければ、タッチパネ
ル式ディスプレイ１２にアラームが表示される。
【００３７】
　また、台ばかり１３の上の箱詰め化粧品はＷｅｂカメラ１４でリアルタイムに映し出さ
れ、その画像（箱詰め化粧品の現物画像）は、制御用パソコン１１に取り込まれた後、タ
ッチパネル式ディスプレイ１２に表示される。このとき、タッチパネル式ディスプレイ１
２には、サーバ３からの出荷指示見本画像（マスター画像）と箱詰め化粧品の現物画像と
が並べて表示される。
【００３８】
　すなわち、図３に示すタッチパネル式ディスプレイ１２の画面イメージの一例に示すよ
うに、『出荷指示表示エリア』には、出荷する商品（箱詰め化粧品）の出荷指示情報など
が表示されるので、作業員はこの出荷指示情報に基づいて単品化粧品の荷揃え（ピッキン
グ）を行う。例えば、化粧水、ハンドクリーム、口紅、アイシャドウを、それぞれ１個づ
つ箱に詰めるという出荷指示情報が表示されるので、作業員はこの出荷指示情報に従って
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それぞれの単品化粧品のピッキングを行う。
【００３９】
　また、『重量情報表示エリア』には、出荷商品（箱詰め化粧品）の重量情報が表示され
る。この重量情報は、１箱の出荷商品（箱詰め化粧品）の規定重量の上下限値（出荷指示
重量）と台ばかり１３で計量した現物重量とが表示される。現物重量が出荷指示重量の規
定値の範囲をはみ出した場合は、作業員に注意を喚起させるために、タッチパネル式ディ
スプレイ１２にアラームが表示される。尚、この場合は、制御用パソコン１１が警報音を
鳴動するようにしてもよい。
【００４０】
　『画像情報表示エリア』には、出荷商品（箱詰め化粧品）の出荷指示見本画像（マスタ
ー画像）と、Ｗｅｂカメラ１４でリアルタイムに映し出された箱詰め化粧品の現物画像と
が並べて表示される。例えば、出荷指示見本画像には、化粧水、ハンドクリーム、口紅、
及びアイシャドウがワンセットで箱に収納された出荷指示見本画像が表示され、並べて現
物画像が表示される（図３の画像情報エリアの『見本』の画像と『出荷用』の画像を参照
）。従って、作業員は出荷指示見本画像（見本）と現物画像（出荷用）とを目視で照合し
、現物画像（出荷用）が出荷指示見本画像（見本）に一致しているか否かの判定を行う。
尚、出荷指示見本画像と現物画像との照合チェックは、作業員による目視ではなく、制御
用パソコンが電子的に照合を行うようにすることも可能である。
【００４１】
　再び図２に戻って、作業員は、出荷商品（箱詰め化粧品）の現物画像と出荷指示見本画
像との画像比較、及び、現物重量と出荷指示重量の重量比較による、基準の異なる２つの
照合に基づいて検品を行い、検品結果が正常であればフットスイッチ１５を踏み込む。こ
れによって、フットスイッチ１５がＯＮになり制御用パソコン１１を介してＷｅｂカメラ
１４のシャッタが切られ、出荷商品（箱詰め化粧品）の現物画像が撮影される。このとき
撮影された箱詰め化粧品の現物画像（保存画像）は、出荷伝票情報（例えば、出荷伝票番
号）と紐付けされて制御用パソコン１１に送信されて保存（記録）される。さらに、出荷
伝票情報（出荷伝票番号）と紐付けされた保存画像は制御用パソコン１１からサーバ３へ
送信され、データベース３ａに保存（記録）される。これによって、サーバ３のデータベ
ース３ａに保存された保存画像にアクセスすることにより、それぞれの箱詰め化粧品の追
跡機能（トレーサビリティ機能）を実現することができる。
【００４２】
　尚、検品装置２ａが１台のみで構成されているときは、サーバ３がなくても、制御用パ
ソコン１１に保存画像（すなわち、出荷伝票情報と紐付けされた保存画像）を記録してお
くことができる。これにより、制御用パソコン１１に記録されている保存画像に基づいて
、それぞれの箱詰め化粧品の追跡機能を実現することができる。また、保存画像を、制御
用パソコン１１から外部装置（例えば、サーバ３）へ送信して、その外部装置（サーバ３
）に保存しておけば、制御用パソコンから外部装置（サーバ３）にアクセスすることによ
り、箱詰め化粧品の追跡機能を実現することができる。さらに、箱詰め化粧品の出荷指示
重量のデータと出荷指示見本画像のデータとを制御用パソコン１１に格納しておくことも
できる。このような構成により、図１において、サーバ３を備えない検品装置２ａのみで
本発明を実現することができる。
【００４３】
　ここで、請求項の各手段と図１、図２に示す各要素との対応関係について説明する。す
なわち、制御手段は制御用パソコン１１、表示手段はタッチパネル式ディスプレイ１２、
計量手段は台ばかり１３、撮影手段はＷｅｂカメラ１４、シャッタ操作手段はフットスイ
ッチ１５、上位格納手段はサーバ３、にそれぞれ対応する。
【００４４】
　図４は、本発明の検品システムが適用される商品出荷業務の流れを示すフローチャート
である。先ず、顧客が商品（箱詰め化粧品）を発注すると（ステップＳ１）、出荷元工場
は顧客が注文した商品（箱詰め化粧品）を受注する（ステップＳ２）。これによって、出
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荷元工場の作業員は、出荷指示情報に基づいて箱詰め化粧品の出荷指示見本画像（マスタ
ー画像）を検品装置２ａで確認しながら、受注した複数種類の化粧品をピッキング（荷揃
え）する（ステップＳ３）。そして、出荷元工場の作業員は、検品装置２ａにおいて、出
荷指示情報とピッキングした箱詰め化粧品とを、２つの異なる基準によって照合する。す
なわち、作業員は、検品装置２ａにおいて、出荷指示された箱詰め化粧品の出荷指示見本
画像（マスター画像）とピッキングした箱詰め化粧品の現物画像との照合、及び出荷指示
された箱詰め化粧品の規定重量（出荷指示重量）とピッキングした箱詰め化粧品を台ばか
りでの計量した現物重量との照合を行い、検品作業を実行する（ステップＳ４）。
【００４５】
　次に、ピッキングした箱詰め化粧品の２つの照合結果（すなわち、画像の照合結果と重
量の照合結果）が正常であれば、Ｗｅｂカメラ１４によって箱詰め化粧品の撮影を行い、
その撮影画像を出荷伝票番号と紐付けして保存画像として記録しておく。すなわち、Ｗｅ
ｂカメラ１４で撮影された箱詰め化粧品の保存画像は出荷伝票番号と紐付されてサーバ３
へ送信され、データベース３ａに記録（保存）される（ステップＳ５）。このようにして
、出荷指示に対応した全ての箱詰め化粧品の照合と記録が終了したら、該当する箱詰め化
粧品をそれぞれの顧客へ出荷する（ステップＳ６）。
【００４６】
　これによって該当する箱詰め化粧品がそれぞれの顧客の元へ着荷する（ステップＳ７）
。顧客は、箱詰め化粧品を開封して、箱詰めされた化粧品の数量や種類等をチェックし、
注文内容と異なる場合は、出荷元工場への問い合せを行う（ステップＳ８）。すると、出
荷元工場の担当者は、手元のパソコンからサーバ３にアクセスして、該当する顧客の出荷
伝票番号に対応する画像情報（保存画像）を確認して（ステップＳ９）、その顧客へ出荷
した箱詰め化粧品の内容物が正しいか否かの回答を行う（ステップＳ１０）。これによっ
て、顧客は、出荷元工場の担当者からの回答内容について承知する（ステップＳ１１）。
【００４７】
　次に、図１に示す検品システムにおける各機能部の処理フローについて詳細に説明する
。図５は、検品システムにおける検品機能部の処理の流れを示すフローチャートである。
すなわち、図５は、図４に示す商品出荷業務の流れのステップＳ２（受注）からステップ
Ｓ５（記録）までの処理を詳細に展開したものである。図５において、先ず、作業員は、
検品装置２ａにおいて、出荷指示情報に基づいて、検品しようとする商品（箱詰め化粧品
）の出荷指示番号を入力する。例えば、バーコード付出荷指示書から出荷指示番号を読み
取ったり、タッチパネル式ディスプレイ等の入力デバイスから出荷指示番号を入力する（
ステップＳ２１）。
【００４８】
　次に、出荷指示番号に基づいてサーバ３のデータベース３ａに登録されている出荷指示
情報を検索して、この出荷指示情報を検品装置２ａのタッチパネル式ディスプレイ１２に
表示させる。この出荷指示情報では、顧客が注文した箱詰め化粧品の内容物（例えば、化
粧水、ハンドクリーム、口紅、アイシャドウ）の出荷指示見本画像（マスター画像）と箱
詰め化粧品の出荷指示重量とが表示される（ステップＳ２２）。
【００４９】
　次に、作業員は、ピッキングした化粧品の箱詰め容器（箱詰め化粧品）の現物を台ばか
り１３に搭載して現物重量を計量し、タッチパネル式ディスプレイ１２に表示された出荷
指示重量と現物重量とを比較照合する。さらに、作業員は、Ｗｅｂカメラ１４を介してタ
ッチパネル式ディスプレイ１２にリアルタイムで映し出されている台ばかり１３上の箱詰
め化粧品の画像（現物画像）と出荷指示見本画像（マスター画像）とを目視で比較照合す
る（ステップＳ２３）。このようにして、作業員は、重量と画像という２つの異なる基準
で、出荷指示情報と現物の箱詰め化粧品との照合を行う。
【００５０】
　次に、箱詰め化粧品の画像をＷｅｂカメラ１４で撮影し、撮影された保存画像と出荷伝
票番号とを紐付けして照合結果とし、その照合結果を、制御用パソコン１１を介してサー
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バ３のデータベース３ａに記録しておく（ステップＳ２４）。尚、図１に示すように複数
の検品装置２ａ，２ｂ…がサーバ３に接続されている場合は、それぞれの検品装置の番号
と対応付けてサーバ３のデータベース３ａに保存画像の照合結果を記録しておく必要があ
るが、１台の検品装置２ａだけで構成されている場合は、サーバ３は不要となるので、そ
の検品装置２ａの制御パソコン１１に、出荷伝票番号と紐付けした保存画像（すなわち、
照合結果）を記録すればよい。
【００５１】
　図６は、検品システムにおける追跡機能部の処理の流れを示すフローチャートである。
すなわち、図６は、図４に示す商品出荷業務の流れのステップＳ８（問合せ）の後のステ
ップＳ９（確認）の処理を詳細に展開したものである。図６において、着荷した商品に関
する問い合せが顧客からあると、出荷元工場の担当者は、問い合わたせ顧客の出荷伝票番
号に基づいて、検索しようとする追跡番号をパソコンに入力する（ステップＳ３１）。
【００５２】
　これにより、入力された追跡番号に基づいて、検品システム１におけるサーバ３のデー
タベース３ａに登録されている出荷伝票番号と紐付けされた箱詰め化粧品の保存画像（照
合結果の画像）を検索し、この保存画像を担当者のパソコン画面に表示する（ステップＳ
３２）。これによって、担当者はパソコン画面の保存画像を参照して顧客に対応すること
ができる。また、検品作業の終了後に単品商品の過不足が生じた場合は、箱詰め化粧品の
容器を特定することができる。
【００５３】
　図７は、検品システムにおける検品機能部を詳細に展開したときの処理の流れを示すフ
ローチャートである。先ず、出荷指示情報の表示処理が実行される。すなわち、作業員は
、検品装置２ａにおいて、出荷指示情報に基づいて箱詰め化粧品の商品情報（すなわち、
箱詰め化粧品の画像データと重量データのマスターデータ）を検索する（ステップＳ４１
）。すると、検品装置２ａの制御用パソコン１１が、サーバ３のデータベース３ａから取
得した箱詰め化粧品の商品情報（画像データと重量データのマスターデータ）を取得して
、この商品情報をタッチパネル式ディスプレイ１２に表示させる（ステップＳ４２）。
【００５４】
　次に、出荷指示情報に基づく箱詰め化粧品の商品情報とピッキングした現物の箱詰め化
粧品とについて、２つの異なる基準（すなわち、画像と重量）で個別に照合を行う照合処
理が実行される。この処理では、先ず、検品対象情報（すなわち、現物の箱詰め化粧品の
重量データと画像データ）を取得して検品装置２ａのタッチパネル式ディスプレイ１２に
表示させる（ステップＳ４３）。そして、先に表示されている重量のマスターデータ（出
荷指示重量）と現物の箱詰め化粧品の重量データ（現物重量）との比較判定と、先に表示
されている画像のマスターデータ（出荷指示見本画像）と現物の箱詰め化粧品の画像デー
タ（現物画像）との比較判定をそれぞれ行う（ステップＳ４４）。
【００５５】
　ここで、重量の比較判定又は画像の比較判定の結果、少なくとも一方の判定結果が許容
範囲外であれば（ステップＳ４５でＮｏ）、前述のステップＳ４３に戻って照合処理を繰
り返す。一方、重量の比較判定及び画像の比較判定において、何れの判定結果も許容範囲
内で一致した場合は（ステップＳ４５でＹｅｓ）、照合結果の記録処理が実行される。
【００５６】
　すなわち、照合結果の記録処理においては、先ず、検品対象の商品に対して一意になる
ように追跡用番号が採番される（ステップＳ４６）。次に、検品装置２ａのＷｅｂカメラ
１４で撮影した現物の箱詰め化粧品の現物画像が追跡用番号と紐付けされて、制御用パソ
コン１１を介してサーバ３のデータベース３ａに保存画像として記録（すなわち、照合結
果が記録）される（ステップＳ４７）。尚、検品装置が複数台で構成された検品システム
１の場合は保存画像と追跡用番号をサーバ３のデータベース３ａに保存するが、１台の検
品装置２ａのみで構成されている場合は、保存画像と追跡用番号は制御用パソコン１１に
保存してもよい。
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【００５７】
　このようにして照合結果が記録されたら出荷伝票を発行する（ステップＳ４８）。尚、
出荷伝票の発行は本実施例における検品システムの必須の要件ではないが、出荷する商品
を容易に識別できる出荷伝票や配送伝票等を発行し、検品装置による検品作業の段階でこ
れらの出荷伝票や配送伝票を商品に添付すれば、商品の誤出荷を防止したり、追跡調査を
さらに容易に行うことができる。
【００５８】
　以上説明したように、本実施形態の検品システムは、自動検品作業を支援するのではな
く、手作業で行う検品を支援するものである。検品機能としては、出荷指示情報に基づく
見本商品と現物商品とについて、目視による画像比較と、計量による重量比較との、異な
る２つの基準で照合確認を行っている。このとき、商品自体にバーコード等のデータキャ
リアを持たなくても照合を行うことが可能である。
【００５９】
　さらに、出荷伝票番号等と紐付けして画像や重量の照合結果を記録しておくこともでき
る。すなわち、出荷伝票番号等と紐付けして、出荷商品の画像データや重量データの照合
結果を電子的に記録しておくこともできる。このようにして、商品の照合結果を電子デー
タ化することにより、商品の出荷前の確認業務、及び出荷後の問い合わせ業務の効率化を
図ることができる。出荷前の確認業務としては、例えば、１００個の箱詰め化粧品の検品
が終わったときに化粧水が１個余った場合、全ての箱詰め化粧品の箱を開封することなく
、出荷伝票番号等と紐付けされた箱詰め化粧品の画像データを見て、化粧水が不足してい
る箱詰め化粧品の箱を特定することができる。
【００６０】
　また、追跡機能（トレーサビリティ）については、追跡番号により画像記録などが照合
可能となる。例えば、梱包済みの商品であっても、固有の追跡番号を付したり配送伝票等
によって、全ての梱包容器を開封することなく、該当する梱包容器を特定して詰められた
商品内容を確認することができる。さらに、商品が顧客に着荷した後にその顧客からの問
い合わせに対しても、出荷伝票番号等と紐付けされた商品画像から、出荷前における梱包
前の開封状態で内容物を確認することができる。
【００６１】
　このようにして得られた本実施例に係る検品システムは、バーコード等の固体識別用の
データキャリアを持たない商品を混載して詰め合せ商品として出荷するとき、該詰め合せ
商品の現物重量と現物画像（現物のカメラ画像）を取得する。さらに、商品の出荷指示内
容を示す出荷指示情報として、混載された詰め合せ商品の出荷指示重量と出荷指示見本画
像（マスター画像）の情報を取得する。このとき、詰め合せ商品の現物重量が出荷指示重
量の管理値の範囲を外れた場合はアラームを出力する。また、詰め合せ商品の画像情報の
場合は、出荷指示見本画像と現物画像とをモニタ画面に対比して表示させ、目視による照
合を行う。このようにして、重量と画像という基準の異なる二重の照合（チェック）を行
うことにより、検品時のヒューマンエラーを抑制することができる。
【００６２】
　また、詰め合せ商品の現物画像を撮影して、商品を特定するための出荷情報（例えば、
出荷伝票番号などの出荷伝票情報）と紐付けして保存（記録）することにより、検品終了
時において詰め合せ商品の単品が過不足した場合の箱詰め容器の特定、及び商品出荷後の
客先からのクレームの追跡などを支援することができる。例えば、多数の箱詰め商品を全
てピッキング（荷揃え）して検品作業が終了した後に、単品の商品に過不足が生じた場合
は、出荷伝票情報と紐付けして記録された保存画像を確認することにより、箱詰め容器を
特定することが可能となるので、開梱作業の手間を省くことができる。また、出荷伝票情
報によって出荷履歴を追跡し、その出荷伝票情報と紐付けされた保存画像を確認すること
により、顧客からのクレーム情報に対して容易に対応することができる。
【００６３】
　さらに、詰め合せ商品の画像と重量による二重の照合（チェック）と、画像情報の記録
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可能となるので、追跡作業の時間を短縮することができる。また、バーコード等を貼付で
きない商品の詰め合せ作業を行う物流現場における商品のピッキング（荷揃え）及び梱包
作業の工程ラインの中で検品作業を行うことが可能となるので、工程ラインの簡素化及び
人件費の削減を図ることができる。
【実施例２】
【００６４】
　実施例１では、撮影手段として、商品をリアルタイムに映し出すことができるＷｅｂカ
メラ１４を用いた例を説明した。しかし、実施例２では、撮影手段として、シャッタを切
ったときのみ商品が撮影されるデジタルカメラやカメラ付き携帯電話を用いた場合につい
て説明する。
【００６５】
　例えば、図２の検品装置の構成でＷｅｂカメラ１４の代わりにデジタルカメラを用いた
場合は、シャッタを切らない限りタッチパネル式ディスプレイ１２には商品（例えば、箱
詰め化粧品）の現物画像は表示されない。従って、作業員は、タッチパネル式ディスプレ
イ１２に表示されている出荷指示見本画像と台ばかり１３に搭載された現物の商品（箱詰
め化粧品）との目視照合を行う。尚、重量の照合については、実施例１と同様に、現物重
量と出荷指示重量との照合をタッチパネル式ディスプレイ１２で行うことができる。
【００６６】
　このようにして、重量と画像の二重の照合を行った後にデジタルカメラのシャッタを切
って箱詰め化粧品の保存画像を撮影し、その保存画像を制御用パソコン１１に取り込み、
図１に示すサーバ３のデータベース３ａに保存しておく。これによって、クレーム対応や
梱包済み商品の梱包箱の特定などといった追跡機能を実現することができる。
【００６７】
　以上、本発明の具体的な実施例を説明したが、本発明はこの実施例に限定されるもので
はなく、本発明の精神を逸脱しない限り種々の改変を為すことができ、そして、本発明が
該改変されたものに及ぶことは当然である。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明は、自動化されていない出荷検品業務を行う業種、例えば、受託先からバーコー
ドなどのデータキャリアの貼付を許可されない化粧品や食品などのＯＥＭメーカや、物流
やロジスティックを包括的に行う３ＰＬ（Third Party Logistics）事業者のような出荷
業務も請け負う物流業者などの検品業務に有効に利用することができる。また、適用業務
としては、商品の詰め合せ、梱包、配送伝票発行などの出荷準備業務や検品業務を含めた
出荷業務、及び、出荷商品の問い合わせ対応業務などに有効に利用することができる。
【符号の説明】
【００６９】
　１　検品システム
　２（２ａ，２ｂ）　検品装置
　３　サーバ
　３ａ　データベース
　４　ＬＡＮ
　１０　作業デスク
　１１　制御用パソコン
　１２　タッチパネル式ディスプレイ
　１３　台ばかり
　１４　Ｗｅｂカメラ
　１５　フットスイッチ



(15) JP 2014-210646 A 2014.11.13

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(16) JP 2014-210646 A 2014.11.13

【図５】 【図６】

【図７】



(17) JP 2014-210646 A 2014.11.13

10

フロントページの続き

(72)発明者  河野　浩司
            東京都中央区日本橋本石町１－２－２　三菱化学エンジニアリング株式会社内
(72)発明者  酒井　和義
            東京都中央区日本橋本石町１－２－２　三菱化学エンジニアリング株式会社内
(72)発明者  出口　敬介
            三重県四日市市日永東３－８－１３　株式会社三鈴エリー内
Ｆターム(参考) 3F022 AA15  MM05  MM08  MM11  MM36  MM40  MM59  PP02  PP03  PP04 
　　　　 　　        QQ07  QQ17 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

